
個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 性風俗関連特殊営業台帳 (無店舗型性風俗特殊営業) 

地方公共団体の機関 広島県警察本部長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織等の名称 

広島県警察本部生活安全部生活安全総務課 

個人情報ファイルの利用

目的 

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭

和23年法律第122号、以下「風営法」という。）に関する事

務の適正な遂行を確保するために利用する。 

記録項目 

１届出年月日・改正後届出年月日、２届出確認書交付年月日、

３届出確認書交付番号、４一連番号、５届出受理署・事務所

管轄署、６営業開始日、７客の依頼を受ける方法、８広告宣

伝で使用する呼称、９電気通信設備を識別するための電話番

号又は記号、10 歓楽街区分、11 事務所所在地、12 事務所電

話番号、13 受付所所在地、14 受付所電話番号、15 待機所所

在地、16 待機所電話番号、17 法人・個人の別、18 法人名、

19 法人所在地、20 法人又は営業者の電話番号、21 代表者又

は経営者の氏名、22 代表者又は経営者の性別、23 代表者又

は経営者の生年月日、24代表者又は経営者の本（国）籍、25

代表者又は経営者の住所、26 役職、27 役員の氏名、28 役員

の性別、29 役員の生年月日、30 役員の本（国）籍、31 役員

の住所、32 変更届出年月日・確認書交付年月日・変更事項、

33 廃止年月日 

記録範囲 無店舗型性風俗関連特殊営業開始届を提出した者 

記録情報の収集方法 届出者等が提出した届出書その他法令に基づき収集 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 － 

記録情報の経常的提供先 警察庁 



開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称） 

広島県警察本部 総務部総務課（警察情報公開センター）

（所在地）〒730－8507 広島市中区基町９－42 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令等の規定によ

る特別の手続き等 

７から９まで、11、13、15、18、19、21、25 の訂正は、風

営法第 31 条の２第２項及び風俗営業等の規制及び業務の適

正化等に関する法律施行規則（昭和 60 年国家公安委員会規

則第１号）第 53 条による。 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 
□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 令第 21条第 7項に該当する

ファイル 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称）広島県警察本部総務部総務課 

（警察情報公開センター） 

（所在地）〒730-8507 広島市中区基町９－42 

行政機関等匿名加工情報

の概要 
 － 

作成された行政機関等匿

名加工情報に関する提案

を受ける組織の名称及び

所在地 

 － 

作成された行政機関等匿

名加工情報に関する提案

をすることができる期間 

 － 

備  考  


